
おすすめポイント !

就業規則基本セミナーは、随時、あらや年金労働事務所

で行います。

平成２７年１２月からストレスチェックが施行され、平

成２８年１月からマイナンバー制度が動き出します。それ

に併せて企業様の就業規則等の規定の改正、作成が喫緊の

課題となります。この時期に取りかかって間に合わせてみ

ませんか。

この際、就業規則等の作成に精通している「あらや年金

労働事務所」と共に、就業規則等の作成・改正をやり切っ

てみませんか。お手伝いいたします。

費用等については、ＨＰで閲覧できるようになってお

りますので、ご相談してください。

就業規則基本セミナー（随時）

～この機会に御社の就業規則の作成Ƃ変更にチャレンジ～
（マイナンバー・ストレスチェックに対応）

作成・変更受託

作成・変更支援

詳細は下記へお問合下さい

あらや年金労働事務所
荒屋理恵所長 特定社会保険労務士

平尾 宏顧問 社会保険労務士

011-786-8433TEL
tkwyc366 ybb.ne.jpＥメール @

御社の就業規則を無料診断


